
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、１か所の市区町村
の窓口でまとめて請求できます。

※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

※１ 広域交付では、代理請求や職務上請求はできません。代理請求等はこれまで

のように本籍地の自治体へ請求してください。

※２ 戸籍証明書等の添付が省略となる時期は、追ってお知らせします。

ますます
便利に
なるね！


